
 

四日市市告示第５７８号 

四日市市農業委員会委員候補者選考要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和 ７年１２月１５日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市農業委員会委員候補者選考要綱の一部を改正する要綱 

四日市市農業委員会委員候補者選考要綱（平成２８年四日市市告示第５４２号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、四日市市農業委員

会委員候補者選考委員会（以下「選考委

員会」という。）が、農業者、農業者が

組織する団体その他関係者（以下「農業

者等」という。）から推薦を受けた者又

は募集に応募した者のうちから、四日市

市農業委員会委員候補者（以下「農業委

員候補者」という。）を選考するにあた

り、その過程の公平性及び透明性を確保

するために必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この要綱は、四日市市農業委員

会委員候補者選考委員会（以下「選考委

員会」という。）が、農業者、農業者が

組織する団体その他関係者（以下「農業

者等」という。）から推薦を受けた者又

は募集に応募した者のうちから四日市市

農業委員会委員候補者（以下「農業委員

候補者」という。）を選考することにつ

いて、その過程の公平性及び及び透明性

を確保するために必要な事項を定めるも

のとする。 

（選考手順等） （選考手順等） 

第２条 農業委員候補者の選考は、次に

掲げる手順に基づき行うものとする。 

第２条 農業委員候補者の選考は、次に

掲げる手順に基づき行うものとする。 

(1) 農業者等からの推薦を受けた者又

は募集に応募した者のうち、四日市

市農業委員会の委員の選任に関する

規則（平成２８年四日市市規則第７

９号）第３条に規定する資格を満た

すことを確認された者が、委員の定

(1) 農業者等からの推薦を受けた者又

は募集に応募した者は、四日市市農

業委員会の委員候補者の選任に関す

る規則(平成２８年規則第７９号)第

３条に規定する資格を満たすことを

確認した者が、委員の定数を超えた



数を超えた場合その他必要と認める

場合は、選考委員会で選考を行う。 

場合その他必要と認める場合は、選

考委員会で選考を行うものとする。 

(2) 選考委員会委員は、提出書類に記

載された項目及び本人又は関係者か

らの聞き取りで得られた内容に基づ

き、次の点を評価する。 

 評価項

目 

対象 評価ポイン

ト 

評価点 

１ 農 業 委

員 就 任

へ の 抱

負 ・ 推

薦 理 由

の 明 確

度 

全員 個 人 、 法

人・団体等

が推薦した

理由、又は

本人が応募

に応じた抱

負 が 明 確

で、説得力

があるか。 

５点満点 

２ 委 員 職

務 へ の

理解度 

全員 委員の使命

を理解し、

担い手への

農地の集積

や耕作放棄

地の解消、

新規参入の

促進等農地

利用の最適

化に向けた

活動の意欲

があるか。 

５点満点 

３ 公 平 で

建 設 的

全員 組織等の運

営側や協議

５点満点 

(2) 選考委員会委員は提出書類に記載

された項目及び「農業委員就任への

抱負及び推薦する理由」又は「応募

理由」の記述内容について次の点を

評価する。 

 評価項

目 

対象 評価ポイン

ト 

評価点 

１ 農 業 委

員 就 任

へ の 抱

負 ・ 推

薦 理 由

の 明 確

度 

全員 個 人 、 法

人・団体等

が推薦した

理由、又は

本人が応募

に応じた抱

負 が 明 確

で、説得力

があるか。 

大いにあ

てはまる 

（５点） 

概ねあて

はまる 

（３点） 

あてはま

らない 

（１点） 

２ 委 員 職

務 へ の

理解度 

全員 委員の使命

を理解し、

担い手への

農地の集積

や耕作放棄

地の解消、

新規参入の

促進等農地

利用の最適

化に向けた

活動の意欲

があるか。 

大いにあ

てはまる 

（５点） 

概ねあて

はまる 

（３点） 

あてはま

らない 

（１点） 

 

３ 地 域 と全員 経歴や立場 大いにあ



な 発 言

の 期 待

度 

をまとめる

役割等を担

った経歴を

有し、公平

な立場での

建設的な発

言が期待で

きるか。 

 

４ 農 業 従

事度 

利害関

係を有

する者

（農業

者） 

農業経営の

状 況 等 か

ら、農業生

産への高い

実践力が見

られるか。

また、多角

的な経営展

開への取り

組 み を 通

じ、地域農

業の振興に

資する見識

を有してい

るか。 

 

５点満点 

５ 委 員 活

動 へ の

貢献度 

利害関

係がな

い者 

経歴や現在

の 状 況 か

ら、委員活

動に貢献で

きると考え

られるか。 

５点満点 

の 調 整

面 で の

活 躍 期

待度 

から地域・

地縁団体と

の関わりが

見 ら れ る

か、あるい

は地域の現

状を捉えて

報告するよ

うな立場に

あったこと

があるか。 

てはまる 

(５点) 

概ねあて

はまる 

(３点) 

あてはま

らない 

(１点) 

４ 公 平 で

建 設 的

な 発 言

の 期 待

度 

全員 組織等の運

営側や協議

をまとめる

役割等を担

った経歴を

有し、公平

な立場での

建設的な発

言が期待で

きるか。 

 

大いにあ

てはまる 

(５点) 

概ねあて

はまる 

(３点) 

あてはま

らない 

(１点) 

５ 農 業 従

事度 

利害関

係を有

する者

( 農 業

者) 

農業経営の

状況等から

推察して、

農業によく

従事し、生

産事情に通

じていると

思 わ れ る

か。 

大いにあ

てはまる 

(５点) 

概ねあて

はまる 

(３点) 

あてはま

らない 

(１点) 



６ 地 域 と

の 調 整

面 で の

活 躍 期

待度 

全員 地域農業の

実情を把握

しており、

かつ農業振

興を主たる

目的とする

団体からの

推薦がある

か。 

 

あてはま

る 

(５点) 

あてはま

らない 

(１点) 

 

７ （略）    

８ （略）    
 

６ 委 員 活

動 へ の

貢献度 

利害関

係がな

い者 

経歴や現在

の 状 況 か

ら、委員活

動に貢献で

きると考え

られるか。 

大いにあ

てはまる 

(５点) 

概ねあて

はまる 

(３点) 

あてはま

らない 

(１点) 

７ （略）    

８ （略）    
 

(3) 各選考委員会委員は被推薦者・応

募者ごとに各項目を採点し、その点

数を合計する。この場合において、

１から５までの評価項目の採点にあ

た っ て は 、 １ 点 か ら ５ 点 ま で の 間

で、適合度に応じて評価を行い、評

価点の合計を参酌しながら、農業委

員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）、農業委員会等に関する

法律施行令（昭和２６年政令第７８

号）及び農業委員会等に関する法律

施行規則（昭和２６年農林省令第２

３号）の規定に基づき、認定農業者

の数や、年齢、性別の著しい偏り等

に留意して、市の農業振興への貢献

度合い等を総合的に判断し、候補者

を選考する。 

 

(3) 各選考委員会委員は被推薦者・応

募者ごとに採点した各項目の点数を

合計し、その結果を参酌しながら、

農業委員会等に関する法律(昭和２

６年法律第８８号)、農業委員会等

に関する法律施行令(昭和２６年政

令第７号)及び農業委員会等に関す

る法律施行規則(昭和２６年農林省

令第２３号)の規定により認定農業

者の数や、年齢、性別の著しい片寄

り等に留意して、市の農業振興への

貢献度合い等を総合的に判断し、候

補者を選考する。 

(4)及び(5) （略） (4)及び(5) （略） 

 



附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

（商工農水部農水振興課） 

 


